
１．はじめに

　成人脳性まひ者が社会生活を送る上での課題と
して、身体面へのケアがある。関谷（1992）は、加
齢に伴い、二次障害としてADL機能の低下や仕事
に関する能力の低下が見られることを報告してい
る。具体的には「緊張の増強」、「姿勢の悪化」、「筋
力低下」、「関節の動きの低下」といった運動機能
の低下が見られる（万歳・前田, 2013）。また、単な
る機能低下にとどまらず、動きや姿勢が固定化し
て不自由さや痛みを訴えこともある（堀江, 1995）。
身体面の機能低下は、就労継続を含む社会生活全
般に大きな影響を与えることもあると指摘されて
いる（細野, 2014）。
　一方で、脳性まひに対する医療は、早期発見・
早期治療を中心とした乳幼児期に偏っていて成人
の脳性まひ者に対する医療体制は不十分であると
の指摘がある（例えば,手塚ら, 1988;中川ら, 2002）。
廣木・川間（2018）が肢体不自由特別支援学校高等
部卒業生に行った調査では、60％近い脳性まひ者
が身体面に関するセルフケアを行っていたが、そ
の多くは訓練会や整骨院等の社会資源ではなく、
自身でのストレッチ（セルフケアを行っていた者
の約 40％）にとどまっていた。渡邊・山田（2011）
が成人脳性まひ者に対して行った調査において
も、青年期以後も作業療法（OccupationalTherapy,
以下OT）を必要とすると回答した者は、回答者の
77％に上った一方で、実際にOTを受けていたも
のは 60％にとどまっていた。ソーシャルサポー
ト資源の 1 つとして、中川ら（2002）は、脳性まひ

者の加齢に伴う問題として、OTによる支援ニー
ズが高まっていると述べている。
　また、OTも含めて、脳性まひ者に対する身体面
に関するソーシャルサポートは、身体面だけの影
響にとどまらないことも指摘されている。渡邊・
山田（2011）や渡邊・山田・寺山（2009）が成人脳性
まひ者に対して行った調査では、OTに対して身
体面への治療だけでなく、精神的な内容について
も求めていることが明らかになっている。実際に、
OTを継続的に受けることにより精神的な部分で
の充足が得られているとの報告もあり（渡邊・山
田, 2011）、情緒的サポートとしてのソーシャルサ
ポート資源の役割もあることが示唆されている。
OT以外にも、例えば動作法 1）の訓練会への参加
を通じて日常生活の改善（例えば髙橋, 2004）だけ
でなく、トレーナーとのコミュニケーションが、
動作法訓練会への参加目的や継続要員となってい
るとの報告もある（松藤ら, 2020）。動作法以外で
も、静的弛緩訓練法 2）学習会に参加した成人脳性
まひ者の保護者に対してインタビューを行った永
杉・川間（2006）は、学習会が情緒的サポートとし
ても機能していることを指摘している。成人期に
入り、身体機能が低下していく中で、訓練や治療
により身体機能が維持されているという実感が、
情緒的サポート機能として働き、更なる治療や訓
練への参加の動機付けになっている、というサイ
クルが推察される。
　 一 方 で、 身 体 面 の ケ ア に つ い て は、 身 体
接 触 が 必 要 不 可 欠 で あ る。 そ の 前 提 を 大 い
に 揺 る が す こ と と な っ た の が、COVID- 19
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染症）の感染拡大に伴う、緊急事態宣言の発令と
その後に提示された「新しい生活様式」である。
2020 年 4 月 7 日、新型インフルエンザ等特別措置
法（平成24年法律第31号）第32条第1項に基づき、
緊急事態宣言が発令され、埼玉、千葉、東京、神奈
川、大阪、兵庫及び福岡の 7 都府県がその対象と
された。4 月 16 日には対象が全国へと拡大され、
全国的に特に対面を必要とするサービス業が営業
自粛を余儀なくされた。各地で開催されていた動
作法の訓練会や脳性まひ者の身体ケアのソーシャ
ルサポート資源であった、マッサージやプール等
も各地で自粛が相次いだ。緊急事態宣言について
は、5月14日付けで北海道、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県以外の都道
府県で解除され、5 月 21 日には、京都府、大阪府、
兵庫県が、5 月 26 日には残る全ての都道府県で緊
急事態宣言が解除された。しかしながら、以降も
COVID- 19 の感染が終息をしたわけではなく、身
体的距離の確保（ソーシャルディスタンス）、マス
クの着用、手洗いの徹底を基本とする「新しい生
活様式」が提唱され、対人接触を可能な限り低減
させることが求められている。脳性まひ者の場合、

「新しい生活様式」を実践する上で、車いすの衛生
管理、マスクの継続的な着用、車いすの移動支援
も含めた身体介助の難しさ等が、考えられる（例
えば,日本筋ジストロフィー協会, 2020）。従来の
ように、対面を前提としたソーシャルサポート資
源の活用が難しくなる中で、どのようなソーシャ
ルサポート資源を活用し、身体機能の維持に努め
ながら、日々の生活を充実させていくかは、喫緊
の課題と言える。
　また、「新しい生活様式下」における対人接触の
回避は、重度・軽度の障害者にとって異なる課題
を生じさせることが考えられる。障害が重度の場
合、身体介護に伴う接触が避けられないため、感
染のリスクがつきまとう。緊急事態宣言前後にお
いては、訪問ヘルパーの利用について、事業所、
利用者本人双方の課題から、利用が制限される事
態も報告されている（例えば,千葉, 2020a）。重度
の障害者の場合、身体接触を避けられない中で、

どのように感染リスクをコントロールしていくか
が重要な課題となってくるであろう。
　一方で、障害が比較的軽度であり、日常生活に
おいて介助を必要としてこなかった場合において
も、困り感が生じている。例えば、換気が必要な
ためにドアを開け放していることにより視覚障害
者がドアの位置を認識できない（中村, 2020）、車
いすを利用しているとアルコール消毒に手が届か
ない（MIRAIRO, 2020）等である。特に買い物場
面等においては、従来のように近くの人に頼むこ
とが難しかったりすることも考えられる。これ
まで、ソーシャルサポート資源を必要としなかっ
た障害者が、これまでとは違う形でソーシャルサ
ポート資源を必要とする可能性がある中で、どの
ような困り感が生じているのか、どのようなソー
シャルサポート資源を確保し、提供していくかを
検討していく必要がある。
　「新しい生活様式」下におけるソーシャルサポー
ト資源として注目すべき資源の 1 つがオンライ
ンによる遠隔支援であろう。これまで、オンライ
ンを活用した遠隔支援について、例えば医療分野
では、従来対面での制限の補完という意味合いが
強かった（例えば,山口ら, 2013）。COVID- 19 の感
染拡大に伴い感染予防の観点からも、重要なソー
シャルサポート資源に位置づけられようとしてい
る（例えば,長澤ら, 2020;角田ら, 2020）。また、SNS
の普及に伴い、その匿名性を活かした心理的支援
も展開されるようになってきており、その有効性
の検証も行われている（例えば,伊藤・高橋, 2019）。
COVID- 19 によりこれまでのような対面での活
動が難しくなる中で、SNSやオンライン空間を活
用した交流事業を通して他者との関係性構築を
推奨するような提案もなされている（例えば,木村
ら, 2020）。
　本稿では、車いすを利用している、比較的軽度

（日々の生活について、基本的に自立している）の
成人脳性まひ者 1 名を対象にインタビュー調査を
行った。緊急事態宣言の前後において、ソーシャ
ルサポート資源がどのように変容したのか、その
変容によりメール相談の内容あるいは、それ以外
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（３）分析の手続き
　インタビュー結果のうち、面談にて本人が語っ
た内容については、逐語録化した。逐語録および
メールの内容について、以下のような手続きで、
分析を行った。
　①困り感および対応状況：逐語録、およびメー
ルの文面から困り感として語られた内容について
抽出した。そして、抽出された困り感について「自
力で対応中」「支援・サポートを受けている」「諦
めている」に対応状況を分類した。
　②ソーシャルサポート資源の活用状況：①で「支
援・サポートを受けている」と分類された困り感
について、支援・サポート先、支援等を受けてい
る目的、方法等について整理した。ソーシャルサ
ポート資源の活用の目的については、ソーシャル
サポートの種類として挙げられる「情緒的サポー
ト」「情報的サポート」「道具的サポート」「評価的
サポート」により分類した。
　③自粛に伴うソーシャルサポート資源の変容：
COVID- 19 の感染拡大に伴う緊急事態宣言下、お
よび宣言解除後にソーシャルサポート資源の活用
状況の変化について整理した。
　④オンライン支援の活用実態：②で抽出された
オンラインによる支援、③で抽出されたオンライ
ン支援の活用状況を踏まえて、オンライン支援の
可能性について考察した。

（４）調査実施時期
　 2019 年x月～2020 年y月

（５）倫理的配慮
　本研究は、長野大学倫理審査委員会の承認を得
て実施した（承認番号：2019- 015, 2019- 028）。

のソーシャルサポート資源の活用が進んだかどう
かについて明らかにする。併せて、オンライン支
援の活用状況も踏まえながら、遠隔支援の可能性
も含めて、今後のソーシャルサポート資源の在り
方を検討するための、基礎的知見を得ることを目
的とした。

２．研究の方法

（１）対象
　一般就労している成人脳性まひ者 1 名（A氏）
を対象とした。対象者の選定にあたっては、問題
の所在と目的で述べたように、COVID- 19 感染拡
大による緊急事態宣言に伴うソーシャルサポー
ト資源の変容について明らかにするため、①一般
就労をしていること、②現在一人暮らしをしてい
ること、を条件とした。A氏には、口頭及び文書
による調査の趣旨、手続き、結果の公表等につい
て説明をし、承諾を得た。A氏のプロフィールを
Table 1 に示す。

（２）手続き
　調査は4回にわたり実施した。1、2回目の調査は、
対面により、半構造化面接を行った。3 回目以降
については、covid- 19 の感染拡大の影響もあり、
感染予防の観点からオンラインによる面談および
メールにて調査した。調査内容については、①社
会生活（日常生活,就労）の状況、②対面およびメー
ルでの相談支援の状況、③オンラインによる支援
に関する意向（以上は毎回聴取）、④緊急事態宣言
に伴う生活・ソーシャルサポート資源・困り感の
変容と援助要請の状況、⑤新しい生活様式下での
活用しているソーシャルサポート資源、困り感、
援助要請（以上第 3, 4 回）であった。

Table 1 A 氏プロフィール

性別・年齢 女性、20 代
診断名 脳性まひ（痙直型）
障害の状況（上肢）
　　　　　（下肢）

麻痺なし, 動作は緩慢
車椅子使用、自宅ではつかまり立ちや伝え歩きにより移動

生活・就労状況 公務員（障害者枠）、一人暮らし
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は、「整骨院・マッサージ」「鍼灸院・針灸」といっ
たソーシャルサポート資源（サービス）の利用が
なく、プールを利用している状況であった。
　また、A氏のソーシャルサポート資源の活用状
況の特徴として、大学時代の教員へのメール等で
の相談や動作法の訓練会への参加により、情緒的
サポートを得ていたことが挙げられる（2- 1～4）。
渡邊・山田（2011）は、在宅の脳性まひ者に対して
行った調査において、OTに対して「治療は精神
的なことも望む」といった情緒的サポートを求め
ていること、実際にOTを受けることにより、「治
療に行くことで安心感を得られる」「精神的なよ
りどころとして治療が必要」「治療に定期的に通
うことが支えになっている」といった、情緒的サ
ポートが得られていることを明らかにした。動
作法の訓練会についても、動作法を通じたトレー
ナーとのコミュニケーションが、動作法訓練会へ
の参加目的や継続要員となっているとの報告（松
藤ら, 2020）や、身体的な痛みの軽減等だけでなく、
心理的な効果が多く見られたほか、活動性の向上
も見られるなど、社会活動への参加の側面もあっ
たとの報告（藤原・針塚, 2009）等、情緒的サポート

３．結果と考察

（１）抽出された困り感と対処およびソーシャルサ
ポート資源の活用状況
　分析手続きの①、②より析出された、A氏の困
り感、対処状況、ソーシャルサポート資源の活用
状況をTable 2 に示した。
　困り感としては、5 つ析出できた。このうち、

「2- 5 日々の家事」以外は援助要請を職場または
周囲に対して行っており、身体面のケアを中心に
ソーシャルサポート資源を活用している状況がう
かがえた。特に身体面のケアについては、『少し
でも自分の身体機能を維持したい』『これ以上、身
体機能が悪化すると将来が心配である』と積極的
に活用していた。廣木・川間（2018）が肢体不自由
特別支援学校高等部卒業生に行った調査では、回
答者の 60％近い脳性まひ者が身体面に関するセ
ルフケアを行っており、その内訳としては「スト
レッチ」56%、「整骨院・マッサージ」22%、「訓練会」
11%、「鍼灸院・針灸」5%、「その他」6%であった。
廣木・川間（2018）の結果と比較するとA氏の場合

Table 2　A氏の困り感とソーシャルサポート資源の活用状況

No.
困り感と対応 ソーシャルサポート資源の活用状況

内容 対応状況 活用 目的 方法

2-1 姿勢保持
（職場）

・大学教員への相談
・動作法訓練会での
　アドバイス
・上司への援助要請

○
○

○

情報
情報・評価・（情緒）

道具

メール・対面
対面

対面

2-2 職務遂行
（PC 操作）

・大学教員への相談
・上司・同僚への援助
　要請

○
○

情報・評価・（情緒）
道具

メール・対面
対面

2-3 職務遂行
（来客・電話対応）

・大学教員への相談
・同僚への援助要請

○
○

情報・評価・（情緒）
道具

メール・対面

2-4 身体面のケア

・動作法訓練会への
　参加
・プール
・PT
・ストレッチ等

○

○
○
△

道具・評価・（情緒）

道具
情報・道具・評価
道具

対面

自主参加
通院
自力・母親手伝い

2-5 日々の家事 ・自力 × － －
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に至ったと推察された。
　それに対して、「2- 5 日々の家事」については、
基本的にソーシャルサポート資源は活用していな
かった。A氏の場合、上肢動作がゆっくりであり、
日々の移動は電動車いすを使用しているが、つか
まり立ちや手すり等を活用した短い距離の歩行が
できるなど、基本的にADLは自立している。その
ため、日常的な家事については自力で行っており、
むしろヘルパー等の介助の活用については『あま
り活用したくない』と述べていた。また、ヘルパー
等の活用に後ろ向きなことが、No. 4 にあげた身
体面のケアに対する積極的なソーシャルサポート
資源の活用につながっていると、A氏は述べてい
た。

（２）緊急事態宣言に伴うソーシャルサポート資源の
活用状況の変化
　Table 3 にCOVID- 19 の拡大による緊急事態宣
言の発令に伴う、ソーシャルサポート資源の活用
状況の変化について、Table 4 には緊急事態宣言
下での困り感と対応について示した。一部のソー

としてのソーシャルサポート資源の一面があるこ
とが報告されている。A氏の場合も、『自分自身の
身体の状況を意識するようにしているが、中々自
分では把握できない（症状が進まないと気づかな
い）』といった身体面の課題に対する道具的サポー
トだけでなく、『職場で出来ないことは分かるが、
どうやって解決すればいいのか（支援をお願いす
ればいいのか）が思いつかない』等の困り感に対
する情報的サポート、『気にかけてもらっている』

『どこまでできているかを評価してもらえる』と
いった評価的サポートを相談や訓練会への参加の
意義としてあげていた。ソーシャルサポート資源
の活用により得たサポートを通じ、大学教員やト
レーナーから具体的なポイントを助言されること
で、『援助要請をしようという決心がついた』と述
べており、職場での援助要請行動にも結びついて
いた。さらに、援助要請行動が具体的な支援や配
慮（例：職場で横になる時間の確保）に結びついた
結果、メール相談や動作法の訓練会に対する情緒
的サポートを目的としたソーシャルサポート資源
の活用に対する動機付けにつながる、という循環

Table 4　緊急事態宣言下での困り感と対応状況

No. 困り感 対応状況

4-1 日々の職務（姿勢・遂行） ・自分で試行錯誤
・大学教員にメールで相談

4-2 身体面へのケア
・大学教員から動画を紹介してもらい、試行錯誤
・母親に手伝ってもらいながら、ストレッチ等
・日常動作に意識を向ける

4-3 日常の買い物等 ・緊急事態宣言中は、母親に依頼

Table 3　緊急事態宣言の発令に伴うソーシャルサポート資源活用状況の変容

No. ソーシャルサポート資源 活用状況の変化 困り感の変化等
3-1 大学教員への相談 メールのみ なし

3-2 動作法訓練会への参加 訓練会の自粛
・現時点ではそこまでない
・身体は硬くなっている印象
（確証はない）

3-3 プール 利用自粛 ・現時点ではそこまでない
3-4 PT 利用自粛 ・現時点ではそこまでない

3-5 家族の支援 利用頻度増
・日常の買い物も母親へ依頼
（緊急事態宣言中）
・ストレッチの手伝い
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で身体面に意識を向けることが重要である。A氏
は資源が制限される中で、オンライン動画も含め
て身体面のケアの方法について模索をしている様
子がうかがえた。
　一方で、『日々の姿勢の変化について自覚する
ことはとても難しい』ともA氏は述べている。日
常の些細な変化には気づかないため、どうしても
気づきが生じるのは痛みが生じてからとなること
が多いようであった。この点について、A氏は『母
親も自分の様子を見慣れているため変化には気
づかないことが多い』と述べており、第 3 者、特
に専門家の評価の必要性を指摘している。重度の
脳性まひがあり、介護ヘルパー等を活用している
場合、身体面の状態について確認をできる可能性
がある（もちろん、介護ヘルパーは身体面の専門
家ではないため、限界があったり職務内容に含め
ることが妥当かどうかの議論が必要なのは言うま
でもない）。一方で、A氏の場合、普段の生活にお
いてヘルパー等の活用をしておらず、時折母親が
来訪する以外は身体面の確認をできる人間がいな
い。今回のような、対人接触が制限される状況で
は、A氏のように普段人的なソーシャルサポート
資源を活用していない場合の方が、困り感が増大
する可能性も示唆された。

２）社会生活について：A氏は公務員で在宅勤務
が難しい部署に配属されていたこともあり、緊急
事態宣言中も毎日通勤（電動車いすで通勤）をし
ていた。また、ヘルパー等も活用していなかった
ために、生活の様子は特に変わらなかったようで
あった。買い物については、これまで大きい物や
嵩張る物、重い物等は、同じ市内に住む両親に、
リハビリの送迎時に一緒に買い物に行ったりする
など、家族に支援をお願いしていたが、緊急事態
宣言中は感染リスク当も考慮し、日常的な買い物
も母親に依頼していたとのことであった。
　緊急事態宣言、および緊急事態宣言後に提唱さ
れた「新しい生活様式」ともに対人接触の回避が
1 つのキーワードになっている。脳性まひをはじ
めとする肢体不自由者の場合、障害故に感染によ

シャルサポート資源については活用できない（自
粛）状況に陥ったものの、新たに活用をはじめた
ソーシャルサポート資源は見いだせなかった。

１）身体面のケアについて：緊急事態宣言の発令
に伴い、動作法の月例会等が軒並み中止、PTや
プールも自粛することとなったため、身体面のケ
アに関するソーシャルサポート資源は全てストッ
プするという事態になった。このときの状況に
ついて、A氏は『試行錯誤しながら自主トレをし
ています。』と特に後ろ向きにはならず、動作法や
PTでの経験を踏まえて、母親の補助を受けなが
ら、自分自身で身体のケアを行っていた。また、
大学教員からは、特別支援学校が公開していた「自
立活動の指導（身体運動）」のオンライン教材を紹
介された。内容（どの部分を伸ばせば良いのか、
延ばし方）については知っていたことであったが、

『私は動作法を感覚的に習得したため、自分 1 人
で再現したり誰かに説明することを難しく感じて
いました。俯瞰してことばの解説つきで確認でき
たのは初めてでとても嬉しかったです。見ながら、
ゆっくりやってみます』と、前向きに自主トレー
ニングに取り組めた。
　A氏の場合、個人的な性格特性もあると思われ
るが（実際に『なんでも、やってみようという思
いが強い』と述べている）、様々なソーシャルサ
ポート資源を活用する中で、『自分自身で身体の
変化に気づくこと』の重要性を認識していたこと
が、自粛下でも悲観的にならずにすんだものと思
われる。成人脳性まひ者の場合、身体機能を維持
することは重要かつ難しい。渡邊・山田（2011）が
成人脳性まひ者に作業療法に求めることを聞いた
調査においても、「現状維持」72％、「ストレッチ」
66％、「リラクゼーション」53％となっており、身
体機能の改善を求めていたのは10％に過ぎなかっ
た。特に、脳性まひ者については、身体面への気
づきが薄く、例えば日常生活場面で多くの人が日
常で無意識に行っている肩を回す動作や、“のび”
といった、筋緊張を緩和させるための動作が見ら
れないとの報告もあり（原田ら, 2015）、日々の中
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とのことであった。A氏は公共交通機関を使用せ
ず、上述のように緊急事態宣言中は買い物も含め
て職場以外はほぼ外出していなかった。感染対策
としては不十分であったとの指摘はできるが、大
きな問題が生じなかったのは不幸中の幸いともい
えるかもしれない。

（３）オンライン支援の活用実態と支援可能性
　A氏へのインタビューの結果、①大学教員に対
するメールでの相談以外に、オンラインによる支
援を受けてはおらず今回の緊急事態宣言に伴う行
動変容は見られなかったこと、②オンラインの活
用については可能性を見いだしたこと、の 2 点が
明らかになった。
　①について、A氏は『相談や支援を求める上で、
相手が「わたしである」「障害のある人の支援にど
ういう理解をしているか」が気になる。』と述べて
おり、顔の見えない相手に対して、自己開示（障
害開示）をすること自体そこまで積極的ではな
かった。宮田（2004）はインターネット上のコミュ
ニティが有する資源として情報的サポートと情緒
的サポートを挙げている。伊藤・髙橋（2019）が、
大学生に対してSocialNetworkService（SNS）を利
用した援助要請や意思表明について調査した研究
でも、自身の困難状況の開示方法により、情緒的
サポートが得られる場合と、情報的サポートが得
られる場合があることを明らかにしている。A氏
の場合、必要と考える情緒的サポートを大学教員
へのメール相談や動作法の訓練会への参加で得て
いると実感しており、オンライン支援の必要性を
感じていなかったと思われる。
　情報的サポートについて、A氏は加齢に伴う自
身の身体状況や社会生活状況の変化には強く関心
を抱いている。そのため、『情報を収集する程度』
としては、同じような脳性まひの人の生活実態を
知る上でインターネットの活用はしていた。しか
しながら、「支援」については『自分自身の状況を
理解してくれているかどうか』が重要であり、『自
分でも障害の状態を上手く説明できない状況』に
おいて、知らない相手に援助要請を行う状況にな

る重症化リスクが高い可能性がある 2）、ヘルパー
等を活用している場合対人接触に伴うリスクをど
う低減するかという課題に直面した。「ヘルパーの
人数を制限する」、「消毒の頻度を上げる」等の対
応により感染リスクを低減していたケースもある

（例えば,千葉, 2020b;伊是名, 2020）。A氏の場合、
ヘルパーの利用はなく、市内に母親が生活してい
るため、これまで通りに援助要請が出来ていたこ
とが、困り感の発生を抑制できていた。一方で、
足りない部分を母親をはじめとする家族に補って
もらっていること、この先自分自身の体力や身体
機能が低下したときに、支援の必要性が出てくる
ことは実感したようであり、『ソーシャルサポー
ト資源の確保が課題になるかもしれない』と述べ
ていた。併せて、これまで通りヘルパー等を活用
しない生活を続けていくためには、『日々の生活
の中でできることを丁寧にやる』ことが重要であ
り、自粛期間中に日々を丁寧に過ごすことで『今
までとは違って、そこまで身体の状況が悪化して
いない』との気づきを得るきっかけともなった。
　また、脳性まひ者に限らず、車いすの使用者に
とって大切になるのが「車いすの消毒をいかに行
うか」である。上述の伊是名氏のケースでは、「車
いすにタオルを敷いて、その上に座り外出」、「車
いすは家に入れず、玄関の外に置く。」といった
対応を取っていた（伊是名, 2020）。脳性まひの当
事者でもある東京大学の熊谷氏も車いすや白杖
といった歩行補助具を介した感染リスクの低減
策は重要であると指摘している（熊谷, 2020）。例
えば、一般社団法人日本筋ジストロフィー協会で
は、車いす使用者のCOVID- 19 対策として、「手
動の車いすを利用する場合、外では使い捨ての手
袋を使用する」「家の中で車いすに乗る場合は、車
輪の消毒をする」「車いすに載せている机上の消
毒」「電動車いすの場合は、手元レバーの消毒」等
の対策を提示している（日本筋ジストロフィー協
会, 2020）。この点について、A氏にどの程度対策
をしているのか、困っていることはないか、と尋
ねたところ『そこまで、消毒の必要性については
考えてなかった』と述べ、特に対策をしていない
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体を伸ばして良いかは、言語化できない』『身体の
痛み等については自分自身でもよくわかっていな
い部分が多く、直接の指導や支援が必要である』
と感じている。長澤ら（2020）は、covid- 19 の 2
次感染予防の観点から口腔癌術後の高齢者に対す
る診察や食事支援をオンラインで実施した課題と
して、触診の結果が得られないこと、通信機器の
活用に慣れている人間が必要であることを報告し
ている。長澤ら（2020）の実践は、口腔および頸部
の硬さ、嚥下時の喉頭の動き、胸郭の可動域の観
察が必要であったが、基本的には正面からの動画
あれば実施可能であったと推察される。一方で、
脳性まひ者のストレッチの場合、全身を写す必要
があり、どの角度から撮影するかも非常に重要と
なる。マット等を活用し、身体の動きそのものを
モニタリングする必要があるであろう。

４．まとめ

　本調査で対象としたA氏は、車いすを使用する
脳性まひ者であるが、基本的に日常生活も社会生
活も自立しており、大概のことは自力で可能であ
る。また、近くに家族が住んでいるため、日常的
な困り感については、家族に援助要請をすること
で解決を図ってきた。結果的に、今回の緊急事態
宣言下では大過なく過ごすことができた。見方を
変えれば、A氏にとってソーシャルサポート資源
としての家族について、福祉サービスを活用して
いる場合には、異なる結果が生じていた可能性が
ある（例えば田中, 2020）。同時に、今回の件は「親
亡き後」の問題を明示したとも言える。A氏の場
合は、『今回の経験を経て、可能な限り自分自身で
生活ができるように、身体面のケアに今まで以上
に熱心に取り組みたい』と述べており、今後につ
いても前向きであった。しかしながら、社会生活
機能のソーシャルサポート資源を検討していく必
要があるとも述べている。
　最後に本研究の限界である。本研究では、日頃
からソーシャルサポート資源、特に介護ヘルパー
や買い物支援等の人的資源を多く活用している重

いとのことであった。丹野（2019）が、視覚障害者
にインタビューをした際にも、「障害の実態を踏
まえた支援」を求めるために、例え専門の人であっ
ても顔の見えない相手には援助要請はしにくいと
回答していた。近年では匿名性という手軽や、周
囲に知られることなく相談できるという観点から
LINE等のSNSを活用した支援も増えているもの
の、あくまでも相談・支援の「入り口」であり、実
際の支援につなぐ際には匿名を解除する必要があ
る（加藤, 2020）。相談支援の入り口となる匿名性
が、障害がある場合にはあまり意味がなさず、む
しろ「障害があること」を前提にしたオンライン
相談支援の在り方を検討する必要性が改めて示唆
された。
　②について、A氏は 2 つの可能性を見いだした。
1 つは余暇の拡張である。A氏はこれまで、身体
面のケアに重点を置き、日々の生活が職務と身体
面のケアで占められていた。自粛生活を通じて、

『自分の時間の全てを費やさなくても、身体面の
機能は維持できるのではないか』と実感した。そ
のため、緊急事態宣言中の自粛期間を活かして、
インターネットを活用して自身の興味ある活動に
取り組んだとのことである。インターネットを活
用することにより、『自分自身の世界を拡げられ
る可能性があるのではないか、と思うようになり
ました』と述べ、時間的な余裕ができた。A氏に
とってはある種の皮肉ではあったがソーシャルサ
ポート資源の低下が、逆に日々の生活の大切さや
身体以外の自身の生活の質向上に資する結果と
なった。
　もう 1 つが、身体面のケアについてである。大
学教員から紹介された特別支援学校（肢体不自由）
が公開した自立活動の教材動画を見ることで、改
めて自分自身が学んできた動作法の意味や、身体
の動きを言語化することの重要性を学んだとい
う。この経験を経て、『オンラインによる身体の
動きに関するケアの可能性を感じた』とA氏は述
べた。しかしながら、例えば、「オンラインでの動
作法が可能か」といわれたら、それは厳しいとも
A氏は指摘している。A氏によれば、『どこまで身
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動のプロセスとして捉える。動作法は、現在特別
支援学校（肢体不自由）における自立活動の指導と
して最も活用されている指導法の 1 つでもある（中
井・高野, 2011）。

2）筑波大学附属桐が丘特別支援学校（当時は東京教育
大学教育学部附属桐が丘養護学校）で養護・訓練の
専任担当を務めていた立川博らが中心となって開
発した、動作法と同じく動作訓練から発展した、脳
性まひ児の指導技法の 1 つである（立川, 2003）。現
在の特別支援学校（肢体不自由）でも広く活用され
ている技法でもある（中井・高野, 2011）。
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においては、これまでなら 1 人でもできていたこ
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ト資源の在り方について、事例検討を重ねていく
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の助成を受けて行われた研究の成果の一部である。

註
1）動作法は、脳性まひ児の身体運動を理解し、不自由

さや動きの困難を改善する目的で、臨床心理学者
の成瀬悟策により開発された心理リハビリテイ
ションから発展した内容である。成瀬（1973）は、
動作を「意図－努力－身体運動」という心理的な活
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